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研究者向け推奨事項チェックリスト 

本チェックリストは、研究プロジェクトにおけるグッドプラクティスの重要ポイントを一覧にまとめたも

のであり、あらゆる研究分野に適用可能です。詳細なガイダンスは、セクション 3に掲載しています。

PDF 版は、www.ukrio.orgから入手できます。 

研究実施前：研究プロジェクトにおける自身の役割や貢献の内容は、研究を進めていく過程で法的・倫

理的要件に従い変化する可能性があることを留意した上で、以下の点を確認してください。 

1 研究案は、適切な疑問に取り組む内容になっていますか。対象とする主題に対する既存の知識に新

たな知見を加えることまたは新たな研究方法を確立することを目的として設計されていますか。 
2 研究設計は、設定された問いに対して妥当ですか。 
3 研究を実施するために必要なすべてのスキルとリソースを利用可能な状態ですか。 
4 以下を判断するためのリスク評価を実施していますか。 

a. 倫理的問題はありますか。倫理審査が必要ですか。 
b. 研究組織、研究、研究者や研究参加者の健康・安全・福利に対するリスクはありますか。 
c. 研究にはどのような法的要件が適用されますか。 

5 研究は、すべての法的・倫理的要件その他適用されるガイドライン、また該当する場合はその他の

組織や国の要件・ガイドラインに準拠しますか。 
6 研究は、保健衛生と安全に関する法規制要件やグッドプラクティスに準拠しますか。 
7 研究は必要な倫理審査（前述の 4(a)を参照）を経ていますか（特に研究に動物、ヒト被験者、ヒト

由来試料、個人情報が関連する場合）。 
8 研究はすべてのモニタリング要件・監査要件に準拠するものですか。 
9 プロジェクトに関連するあらゆる契約および財務のガイドラインに準拠していますか。 
10 知的財産、出版、オーサーシップに関して合意に達していますか。 
11 （該当する場合）共同研究作業に関して合意に達していますか。 
12 研究者の役割および管理者や監督者の責任に関して合意していますか。 
13 研究に関するあらゆる利害の衝突を特定し、公にした上で、対応に取り組んでいますか。 
14 研究活動における不正行為に関してすべての関連組織の指針を把握していますか。 
 
研究実施中： 
1 研究は、プロジェクトに関する合意済みの研究設計に従っていますか。 
2 （該当する場合）合意済みの研究設計に変更を施した場合、レビューおよび承認を行いましたか。 
3 データの収集・保存・管理に関するベストプラクティスに従っていますか。 
4 管理と監視について合意した役割と責任を履行していますか。 
5 研究はモニタリング要件および監査要件に準拠していますか。 
 

研究終了時： 
1 研究と研究結果は妥当な期間内に正確かつ正直に報告されますか。 
2 研究に対するすべての貢献に対して感謝の念が示されていますか。 
3 知的財産、出版、オーサーシップに関する合意事項は遵守されていますか。 
4 研究データは、安全かつ利用可能な状態で所定の期間保存されますか。 
5 研究は、法的・倫理的および契約の要件すべてに準拠しますか。 
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1.はじめに 
 

1.1 英国研究公正室（Research Integrity Office）による『研究者のための研究行動

規範』（以下、本規範）は、最高クラスの研究を実施する研究組織や研究者を支援

する目的で、研究におけるグッドプラクティスを奨励し、不正行為を防止する一助

となるよう考案されたものである。本規範は、研究におけるグッドプラクティスの

一般原則および基準を提供するものであり、研究の実行、主催、資金提供、その他

関与を行う個々の研究者および研究組織の双方に適用できる。  

1.2 本規範は、全ての研究分野に適用可能なものであり、研究の詳細な管理を目的とす

るものではない。既に様々なガイダンスが存在するが、本規範は、研究組織が自身

のより詳細な行動規範を作成または改訂する際に本規範の原則や規準をベンチマー

クとして使用できるように策定されている。ひとつの文書が全ての分野のあらゆる

研究タイプの微妙な違いをすべて網羅できるとは考えられないため、本規範も指示

書としてではなく、研究の管理と実践の参考となる原則と基準と捉えていただきた

い。 

1.3 本規範は、既存のグッドプラクティスや適切な行動の推進および研究不正行為撲滅

に取り組んでいる UKRIO の経験を活かして、研究活動に関する研究組織の方針に通

常含まれる研究のグッドプラクティスを網羅している。本規範では、研究のグッド

プラクティスのコアスタンダードに関する詳細なガイダンスを提供しているが、研

究コミュニティに教訓を伝えることを目標に、UKRIO が最も頻繁に問い合わせを受

ける領域に特に注意を払っている。 

1.4 本規範は、英国研究会議、ウェルカムトラスト、Council for Science and Technology
（科学技術会議）等が提供する既存の／今後発表される研究活動の指針を補完する

ものである。同様に、保健衛生や安全、活動中に発生する検討事項、財務や知的財

産の管理の方針のような研究組織の方針を補完するものであり、それらに取って代

わることを意図するものではない。研究組織は、法規制当局、資金調達先、その他

関連団体の要件を満たす際に本規範に含まれるベンチマークを活用し、さらベンチ

マークの活用を通じて重要な問題の見落としを防止することが可能である。 

1.5 UKRIO は、多くの団体が英国の研究コミュニティに対して研究活動に関する指針を

発行していることを認識している。そこで、英国研究会議、保健省等の組織と適宜

連携して、研究におけるグッドプラクティスに関する指針の整理、研究コミュニテ

ィ向けの明確性確保、取り組みの重複排除を目指している。 

1.6 本規範は、以下のセクションで構成されている。 

a) セクション 2は、個々の研究者および研究機関双方による研究活動の責任と価

値を定義する幅広い原則を扱っている。 
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b) 1 ページにまとめられた「研究者向け推奨事項チェックリスト」は、表 2に記載

されている。このチェックリストは、研究におけるグッドプラクティスの重要

ポイントをまとめた全般的なチェックリストであり、あらゆる研究分野に適用

できる。このチェックリストは、セクション 3に記載するさらに詳細な基準に

基づいている 

c) セクション 3は、研究者および研究組織が遵守すべき研究におけるグッドプラ

クティスの基準をまとめている。この基準はあらゆる研究分野に適用できるが、

研究組織によっては、基準をさらに推し進め、特定の研究領域や研究タイプに

対するより詳細な指針の提供を望むケースも考えられる。 

1.7 本規範は、研究におけるグッドプラクティスの促進やサポートを実際の研究活動に

織り込む方法を規定するものではない。個別の研究環境において織り込むべき最善

の方法は、研究組織や研究者の判断に委ねることが合理的である。ただし、研究に

おけるグッドプラクティスに対する研究組織のトップレベルの支持と支援ならびに

教育、研修、監督を通じたグッドプラクティスの導入があってはじめて、研究者が

個々の責任および自らの研究組織、ひいては研究コミュニティに対して負う連帯責

任を自覚できるようになることを認識しておく必要がある。 

1.8 本規範において「研究（research）」とは、Research Assessment Exercise（年に一度、

英国政府が学術機関に対して行う研究成果の公的な調査および査定、Research 
Assessment Exercise 2008、34 ページ参照）で使用される「研究」の定義と同様であ

る。 

a) 「『研究』は、知識および見解を得るために実施される独創的な調査活動と考える

ことができる。研究には、商工業のニーズおよび公共・ボランティア部門に直接関

連するもの、学術（scholarship）*、新しいまたは飛躍的に向上した洞察をもたらす

アイデア・イメージ・パフォーマンス・デザイン等のアーチファクトの発明や創造、

新しいまたは飛躍的に向上した素材、機器、製品、プロセス（デザインや建設等）

を生み出す実験開発での既存の知識の使用等が含まれる。素材・部品・プロセス

（国の基準の管理・更新等に使用）の試験や定期的な分析は、新たな分析法の開発

とは異なるため、研究には該当しない。独創的な調査を含まない教材の開発も研究

には該当しない。」 

b) 「*学術（scholarship）は、辞書、学問書、カタログ、主な研究データベースへの貢

献等の形式による、テーマや分野の知的インフラの創造・開発・維持として定義さ

れる。」 

1.9 同様に本規範における「研究組織・機関（organisation）」は、研究を実施・主催す

る組織、研究に出資する組織、研究者を雇用・支援するする組織、学生に研究を指

導する組織、研究の実行を支援する組織を指す。「研究者（Researchers）」は、研究

を行うすべての人員を指し、従業員、請負人、コンサルタント、研究を行う学生、

客員または名誉スタッフ、共同治験契約スタッフ・名誉契約(honorary contracts：ボ

ランティアベースで研究に参加するスタッフ）等が挙げられる。 
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1.10 研究組織のなかには、学部学生にも本規範を適用することを希望する可能性もある。

その場合には、組織の方針の中で本規範の適用を明確にすべきであり、組織は特に

学生の研究者にどのような教育・研修・監督・支援を提供すべきか検討する必要が

ある。こうした組織は、学生研究者に対して、自らの研究が研究活動に関する組織

の方針や手順に準拠しなければならないことを明確に示すべきである。 

1.11 本規範の作成で使用した情報源は、別紙に掲載している。UKRIO は、2009 年に草案

作成で広く意見を募った際に知見を提供して本規範作成に貢献して頂いた個人や組

織の皆様にもこの場を借りて感謝の意を表したい。 

初版の脚注 
a) UKRIO は、本規範を定期的に見直し、初期段階では毎年見直すつもりである。

UKRIO は、現状板を見直して新たな情報や知見を提供してくれる組織や研究者から

のフィードバックを歓迎している。 

b) 本規範は、最終的には UKRIO のウェブサイト（www.UKRIO.org）上でオンライン文

書形式、ハードコピーおよび PDF 形式で公表する。本規則オンライン版では、研究

コミュニティが特定のセクションにフィードバックを提出したり、研究におけるグ

ッドプラクティスに新たな要素を提案できるような仕組みを組み入れる。 

c) 組織および研究者には、本規範の年次更新を確認するために UKRIO のウェブサイト

を適宜確認することを推奨する。UKRIO のウェブサイトは、研究におけるグッドプ

ラクティスや研究不正行為に関連するあらゆる問題に関して第三者の専門家から公

表できない助言や指針を得るための UKRIO への問い合わせ方法も掲載している。 



7 

2.原則 
2.0.1 研究組織および研究者は、研究に関する責任や価値を規定した以下の原則を遵守すべ

きである。当然のことのように思われる要素や一部重複もあるが、これらの原則は、

研究に関わる全ての研究者や研究組織に対して、研究の成果が及ぼす大きな影響につ

いて考察し、本規範のような行動規範を単に遵守すべき手順と見なすのではなく、質

の高い研究活動に内在する現実的・倫理的・知的な課題に厳格に取り組むよう奨励す

ることを目的としている。 

2.0.2 研究組織や研究者は、セクション 3に記載するコアスタンダードおよび内表紙の「研

究者向け推奨事項チェックリスト」を実行・遵守する際にはこれらの原則を参照すべ

きである。 

2.1 卓越性（EXCELLENCE）：研究組織や研究者は、研究を実施する際には卓越性、すなわち

優れた研究を成し遂げるために努力し、最高の質の研究成果を生み出し発信すること

を目指すべきである。本規範、原則、基準は、これらの目標をサポートすることを意

図している。 

2.2 誠実（HONESTY）：研究組織は、研究における公正さを育みサポートする研究文化を創

造・維持するよう努力するべきである。研究者は、自身の研究および他者の研究に対

して誠実である必要がある。研究者は、データおよび研究結果の精度を確保し、他者

の協力を適切に公表し、不正行為を行なわず、また不正行為を隠蔽しないよう最善を

尽くすものとする。 

2.3 公正（INTEGRITY）：研究組織や研究者は、研究分野に関するあらゆる法的・倫理的要件

に準拠しなければならない。彼らは、研究に関する利害の衝突の可能性または実際の衝

突を公表して必要に応じてそれらを解決するための措置を講じる。 

2.4 協力（CO-OPERATION）：研究組織や研究者は、秘密情報への配慮を条件として、アイデ

ア、研究方法、データ、研究結果、ディスカッション、調査、ディベート等の情報の

オープンな交換を推進する。 

2.5 アカウンタビリティ（ACCOUNTABILITY）：研究組織や研究者は、一般大衆に対して自ら

が行う研究活動すべての最終的な説明責任を負うことを認識し、その認識に基づいて

行動する。また、実施中の研究がプロジェクトに関する合意事項や条件に準拠し、適

切なガバナンスの下で透明性を確保していることを保証すべきである。研究者は、自

らの研究分野の専門団体の要件や指針を遵守する必要がある。規制のある専門職に就

く研究者は、その専門職を規制する当局の要件および指針に従わなければならない。 

2.6 研修とスキル（TRAINING AND SKILLS）：研究組織は、組織の研究者が要求された規準で

研究を実施できるように、研究者に対して研修や能力開発の機会および必要なリソー

スを提供すべきである。また、研修や能力開発の未対応のニーズを特定して研究者を

サポートする必要がある。研究者は、提案された研究チーム内でまたは関連分野の専
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門家と協力して、研究活動に必要なスキルを備え研修を受けリソースを確保し、特定

された未対応ニーズを報告しその対応策を策定すべきである。 

2.7 安全（SAFETY）：研究組織や研究者は、研究に関与する人々すべての尊厳、権利、安全、

福利を保証し、研究テーマ、患者、参加者、研究者等に対する不合理なリスクや損傷

を避けるべきである。研究に関わる人々の尊厳、権利、安全、福利に関する憂慮事項

を報告し、それらに対処する。研究は、リスクを負うだけの価値のあるメリットが見

込まれる場合にのみ、着手し継続する必要がある。  
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3.研究組織と研究者の基準 
3.0.1 研究組織と研究者は、以下のコアスタンダードに準拠すべきである。これらは、セク

ション 2の原則に照らして解釈する。各スタンダードは以下の順に適用される。 
a) 研究組織と研究者 
b) 研究組織 
c) 研究者 

3.1 研究におけるグッドプラクティスに関する一般敵な指針 
3.1.1 研究組織と研究者は、研究に適用されるあらゆる法的・倫理的要件およびその他のガ

イドラインに準拠しなければならない。これには、（該当する場合には）倫理審査のた

めの研究案の提出や、審査結果の遵守等も含まれる。また、研究プロジェクトが倫

理・法規制当局等あらゆる関連団体の認可を受けることを保証しなければならない。 

3.1.2 英国に拠点を置く研究組織や研究者が他国で研究する、または研究に協力する場合、

英国および研究実施国の双方の法的・倫理的要件に準拠するべきである。同様に、英

国で主催される研究プロジェクトに参加する英国以外の国に拠点を多く研究組織や研

究者は、英国および自身が拠点を置く国の双方の法的・倫理的要件に準拠する必要が

ある。 

3.1.3 研究組織と研究者は、すべての研究プロジェクトの着手前に十分な保険および賠償を

取り決めておくようにすべきである。 

3.1.4研究組織は以下を実施すべきである。 

a) 研究におけるグッドプラクティスを研究戦略や方針の不可欠な一部として組み込む。 

b) 研究におけるグッドプラクティスの原則（セクション 2参照）を網羅し、本規範に

規定する基準に関する詳細な指針を提供する明確な方式と手順を確立する。 

c) これらの方針や手順が、保健衛生や安全、活動中に発生する憂慮事項、財務・知的

財産の管理、公平性と多様性に関する方針のような組織の既存方針を補完しそれら

と矛盾しないようにする。 

d) 研究者にかかる方針および手順を理解させるとともに、研究組織の指揮下で進めら

れるすべての研究に方針および手順を確実に準拠させる。 

e) 研究者に研修・リソース・支援を提供して、研究者が方針および手順を理解し準拠

できるようにする。 

f) 研究におけるグッドプラクティスを研究活動の日常的な研究作業の一環と見なすよ

う研究者を促す。 

g) 方針および手順の適合性および効果の評価結果をモニタリングして、必要に応じて

方針および手順を見直す。 

3.1.5研究者は以下を実施すべきである。 
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a) 倫理基準の高い研究を実施する責任を認識する。 

b) 研究におけるグッドプラクティスに関する研究組織の方針と手順を理解する。 

c) 研究が研究組織の方針と手順に準拠し、必要に応じて研究組織の指針を参照する。 

d) 研究組織と協力して、研究遂行に必要な研修を受け、リソースや支援を得られるよ

うにする。 

e) 研究におけるグッドプラクティスに関する指針の作成・改訂方法を研究組織に提案

する。 

3.2 リーダーと監督 
3.2.1 研究組織と研究者は、研究における高い倫理基準、相互協力、プロフェッショナリズ

ム、率直で正直なアイデアの交換を促進・支援する環境を育み維持すべきである。ま

た、研究における優れた行動が推進され、不適切な行動が特定・対策される組織文化

を構築すべきである。 

3.2.2  研究組織は、研究および研究者に方向性を示して研究を監督し、研究組織と研究の管

理者のアカウンタビリティの違いを明確に規定する。研究組織は、研究を実施するた

めの法的・倫理的要件を満たすよう監督者と研究者を支援する必要がある。研究組織

は、組織に所属する研究者のキャリア開発を推進し、新任の研究者には研修やメンタ

リングを提供するものとし、また監督や他の研究者の能力開発を担当する人物にも研

修や支援を提供すべきである。研究組織は、「Concordat to Support the Career 
Development of Researchers（研究者のキャリア開発を支援する合意）」の原則を支持す

る必要がある。 

3.2.3 他の研究者の監督や能力開発に関与する研究者はその責任を認識して、他の研究者が

その役割を果たすために必要な研修、時間、リソースを確保できるようにし、必要に

応じて支援を要請すべきである。 

3.3 研修とメンタリング 
3.3.1 研究組織は、研究者が各自の義務を遂行しキャリアを通じて知識とスキルを積み重ね

られるよう、研究者に研修を提供すべきである。これには、担当する研究のデザイ

ン・実施・情報発信に関する研修を含むものとする。研究組織は、研修や能力開発に

未対応のニーズの特定に関して研究者を支援する必要がある。また、新任研究者の研

修やキャリア開発を支援するために適格なメンターを用意し、キャリア開発を進めて

いる研究者にはキャリア開発と教育の機会を提供すべきである。セクション 3.2.2 で

詳述するように、研究組織は、「Concordat to Support the Career Development of 
Researchers（研究者のキャリア開発を支援する合意）」の原則を支持するべきである。 

3.3.2 研究組織は、学生研究者に対して特別な支援を提供するべきである。研究組織は、学

生研究者に、どのような基準や組織の方針・手順への準拠を求めているか、理解して

もらう必要がある。 
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3.3.3 研究者は、それぞれの義務遂行のために、およびキャリアを通じて知識とスキルを育

成できるように研修を受けて、常に最新のスキルを習得しておくために必要に応じて

繰り返し研修を受けるものとする。研究者は、研修の受ける必要性を見極めて、マネ

ージャーやその他彼らが所属する組織が指定する適切な管理者にその旨を報告すべき

である。セクション 3.2.3 を参照すること。 

3.4 研究設計 
3.4.1 研究組織と研究者は、研究プロジェクトを設計する際には、以下を徹底する。 

a) 研究案が適切な疑問に取り組むものであり、対象とする主題に対する既存の知識に新

たな知見を加えること、または新たな研究方法を確立することを目的として計画されて

いる。 

b) 研究設計が、設定された問いに対して妥当であり、これまでの先入観の潜在的根本

原因に取り組んでいる。 

c) データの収集・分析・管理方法を含む研究のデザインと遂行が、事前に設定された

研究計画やプロトコルで詳細に規定されている。 

d) 研究案を実行するために必要なすべてのスキルと経験が、提案された研究チーム内

に、または関連分野の専門家の協力を得て確保されている。 

e) 研究案を実行するために十分なリソースが確保されており、それらのリソースが関

係するすべての基準を満たしている。 

f) 前述の内容に関する問題が、研究着手前にできる限り解決されている。 

3.4.2 研究組織（該当する場合）と研究者は、以下を判断するために研究計画のリスク評価

を実施すべきである。 

a) 倫理的問題はないか、倫理審査が必要か。 

b) 研究組織、研究、または研究者・研究参加者の健康、安全、福利に対するリスクは

ないか。 

c) 研究にはどのような法的要件が適用されるのか。 

3.4.3 研究組織と研究者は、研究設計が倫理的・法的またはピアレビューで承認されている

場合には、その後設計が変更されると、その変更が研究の整合性を損なわないか、ま

たは以前の合意条件に違反しないかを確認するために、再度適切なレビューを受ける

ようにする。 

3.4.4 研究組織は、研究案や研究結果が違法または有害な目的に悪用されるリスクがある場

合に、こうしたリスクを特定して対応策を講じるためのシステムを確立するべきであ

る。研究組織はこうしたシステムの存在を研究者に周知し、かかるリスクが特定され

る場合に問題となるプロジェクトに携わる研究者に指針やサポートを提供する必要が

ある。 
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3.4.5 研究者は、研究案が違法または有害な目的に悪用される可能性のある研究結果をもた

らす可能性のあるリスクを予想できるよう努力すべきである。研究者は、所属する研

究組織の適切な人物にあらゆるリスクを報告し、彼らの助言を仰ぎ、リスクを最低限

に抑える措置を講じる必要がある。 

3.4.6 研究者は、研究報告が出版のために提出される場合には、査読者およびジャーナルの

編集者に研究設計を提示できるように準備しておく必要がある。 

3.5 共同研究作業 
3.5.1 研究組織と研究者は、別の法的・倫理的要件やガイドラインが追加で適用される場合

があるため、異なる国の参加者が関与するプロジェクトまたは研究活動が英国以外の

国で実施されるプロジェクトには特に注意を払うべきである。セクション 3.1.2、3.7.2、
および 3.8.2 を参照すること。 

3.5.2 研究組織は、他のパートナー組織と連携して、共同研究を実施するための共通の基準

や手順に合意し、それらを準拠するべきである。これには、想定される課題や問題に

関する決議、研究不正行為疑惑が発生した場合はその調査等が含まれる。 

3.5.3 研究者は、実施中の共同研究に関与する組織が遵守すべき研究活動の基準と手順を把

握しておかなくてはならない。また、共同研究組織に関連する契約上の要件を理解し、

必要に応じて指針や支援を要請し、問題や不正に気付いた場合はその旨を迅速に適切

な人物に報告すべきである。 

3.5.4 研究者は、共同研究の結果発生する可能性のある問題を予測して、その対処方法につ

いて事前に合意し、研究チームの全メンバーにあらゆる決定事項を通知するべきであ

る。特に、研究プロジェクトにおける自身の役割や貢献の内容が、研究を進めていく

過程で法的・倫理的要件に従い変化する可能性があることを認識して、プロジェクト

に関与する研究者の具体的な役割および知的財産・出版・オーサーシップの帰属に関

して合意するよう努力すべきである。 

3.6 利害の衝突 
3.6.1 研究組織と研究者は、利害の衝突（財務上の問題などの個人または組織の検討事項）が研

究に悪影響を及ぼす可能性があることを認識しておく必要がある。利害の衝突は、研究にお

ける不適切な行動を防ぎ、不正行為を未然に防ぐために特定・公表・対処する必要がある。 

3.6.2 利害の衝突に対処する際には、それが研究の信頼性や整合性を致命的に損なうリスクを伴う

類のものであり重大なものか（そうしたリスクを伴う場合は、研究者や研究組織は、研究を

継続するべきではない）、または研究活動や研究報告に関する公表や特別の予防措置を通じ

て適切に対処することが可能か判断する必要がある。 

3.6.3 研究組織は、利害の衝突に取り組むために書面化した明確な方針を用意し、そこで、利害の

衝突を特定・公表・対処する方法に関する研究者への指針を示すべきである。さらに研究組

織は、研究者に対して組織の利害の衝突に関する方針を広く知らしめて説明する必要がある。

研究組織は、研究者に、研究の実施・報告における利害の衝突を認識・開示・対処すること

の重要性を理解させるべきである。  
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3.6.4 研究組織は、利害の衝突への組織内部の対処方針の要件だけでなく資金提供団体の要件など

の利害の衝突に関する組織外部の要件にも準拠すべきである。研究組織の代表者およびその

他の上級スタッフは、組織レベルでの利害の衝突の可能性または実際の衝突を認識し、対処

できるように、そうした事態が発生した際に開示すべきである。 

3.6.5 研究者は、利害の衝突への組織内部の対処方針だけでなく資金提供団体の要件などの利害の

衝突に関する組織外部の要件にも準拠すべきである。これには、研究に関連する利害の衝突

の可能性または実際の衝突を、マネージャー、所属する研究組織が指定する適切な人物、研

究を審査する倫理委員会に公表することが含まれる。また、研究の知見をミーティングや出

版物で発表する際も、利害の衝突について公にする必要がある。研究者は、利害の衝突に気

づいたら直ちに開示すべきである。 

3.6.6 研究者は、利害の衝突に関して所属組織や関連する倫理委員会からの指示に従うことに同

意すべきである。   

3.7 ヒト被験者、ヒト由来試料、個人情報が関与する研究 
3.7.1 研究組織と研究者は、ヒト被験者、ヒト由来試料、または個人情報が関与する研究で

は、すべての法的・倫理的要件およびその他の適用ガイドラインに準拠しなければな

らない。研究プロジェクトが、高齢者・子供・精神疾患のある人々等の社会的弱者集

団、および極秘研究や参加者に研究情報の完全な開示を行わないその他の研究に関わ

る場合は、適切な配慮をとる必要がある。研究参加者の尊厳・権利・安全・福利は、

どのような研究活動においても最優先で考慮されなければならない。研究は、リスク

を負うだけの価値のあるメリットが見込まれる場合にのみ着手し継続すべきである。 

3.7.2 英国に拠点を置く研究組織および研究者が他国で研究を実施する、または研究に協力

する場合、英国および研究実施国の双方の法的・倫理的要件に準拠するべきである。

同様に、英国で主催される研究プロジェクトに参加する海外に拠点を置く研究組織と

研究者は、英国および自身が拠点を置く国双方の法的・倫理的要件に準拠する必要が

ある。 

3.7.3 研究組織と研究者は、研究のヒト被験者に関する個人情報および研究プロジェクトに

関与するヒト由来試料の秘密情報を保護し安全を確保するべきである。 

3.7.4 英国保健省や国民保健サービスと連携する、それらのために活動する、またはそれら

の主導の下で働く研究組織と研究者は、保健省の「保健衛生とソーシャルケアの研究

ガバナンスの枠組み）（Research Governance Framework for Health and Social Care」や

National Research Ethics Service の「申請者向け指針（Guidance for Applicants）」等の関連

ガイドラインすべてに準拠しなければならない。ヒト用の医薬品の治験に関与する研

究組織や研究者は、「臨床試験実施に関する基準（Good Clinical (Research) Practice）」の

原則に遵守すべきである。 

3.7.5 研究組織は、ヒト被験者、ヒト由来試料が関与するまたは個人情報が使用される研究

プロジェクトが適切な倫理的・法的およびピアレビューの対象となるようなシステム

を確立すべきである。かかるシステムには、研究プロジェクトが、倫理的・法的・そ
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の他の面で関連するあらゆる団体に承認されていることを保証する仕組みを含めるべ

きである。 

3.7.6 研究組織はまた、ヒト被験者が関与するプロジェクトの場合、被験者のニーズと能力

に特に考慮して、インフォームドコンセントを得るための適切な手順を確立しそれが

遵守されるシステムを構築すべきである。 

3.7.7 研究組織は、研究のヒト被験者の個人情報および研究プロジェクトに関与するヒト由

来試料の秘密保持および安全を保障するシステムを構築すべきである。 

3.7.8 研究組織は、所属研究者に前述のシステムを理解させて、関連するすべての指針およ

び法的・倫理的枠組みを利用できるようにするべきである。 

3.7.9 研究者は、ヒト被験者・ヒト由来試料・個人情報が関与する研究プロジェクトを関連

するあらゆる倫理委員会のレビューに提出し、そのレビュー結果に従わなければなら

ない。研究者は、かかる研究プロジェクトについて、倫理的・法的・その他の面で関

連するあらゆる団体から必要な承認を得なければならない。 

3.7.10 ヒト被験者が関与するプロジェクトの研究者は、高齢者、子供、精神障害のある人々

等の社会的弱者集団のニーズや能力を特に考慮して、参加者に適切な手順を通じて適

切な形で適切で正確な情報を提示して、彼らからインフォームドコンセントを得られ

るようにしなければならない。 

3.7.11 研究者は、事前に合意していない限り、また法規制または倫理的・法的・その他の面

で関連するあらゆる団体が課す制限を条件として、研究の過程で収集されたデータが

報告書だけでなく、学術発表やその後の出版物や会合を通じて、個人を特定できない

ような形で様々に開示される可能性があることを通知するべきである。 

3.7.12 規制が適用される職業に就いている研究者は、ヒト被験者、ヒト由来の試料、個人情

報が関与する研究が彼らの職業を規制する団体が設定する基準を遵守することを保証

しなければならない。 

3.7.13 研究者は、ヒト被験者が関与するあらゆる臨床研究の結果を発表する義務を有する。

さらに、政府は、政策として保健衛生やソーシャルケアに影響を及ぼす研究や研究結

果に関する情報へのパブリックアクセス推進を進めており、「試験（Trial）」は公的記

録簿に登録すべしという原則もその一環である。。ここでいう「試験」とは、臨床の場

で実施される試験だけでなく、保健衛生の介入支援に関するあらゆる比較研究を指す。 

3.7.14 研究者が研究のヒト被験者に不合理なリスクや損傷が及ぶ可能性があると考える場合

は、その旨を直属の上司や所属する組織が指定する適切な人物に報告する必要があり、

さらに必要な場合は適切な規制当局にも報告しなければならない。同様にヒト由来試

料の不適切なもしくは認可を受けていない使用や保管または個人情報の不適切な使用

や保存についての検討事項も報告すべきである。 
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3.8 動物が関与する研究 
3.8.1 研究組織と研究者は、動物が関与する研究がすべての法的・倫理的要件およびその他

の適用ガイドラインに準拠しているようにすべきである。研究プロジェクトへの動物

の関与を削減、代替、改善する機会がないかを検討し、関連する指針を参照すべきで

ある。 

3.8.2 英国に拠点を置く研究組織と研究者が他国で研究を実施する、または研究に協力する

場合、英国および研究実施国の双方の法的・倫理的要件に準拠するべきである。同様

に、英国で主催される研究プロジェクトに参加する海外に拠点を置く研究組織と研究

者は、英国および自身が拠点を置く国双方の法的・倫理的要件に準拠する必要がある。 

3.8.3 研究組織は、動物が関与する研究プロジェクトが倫理的・法的およびピアレビューの

対象となるシステムを確立すべきである。かかるシステムには、研究プロジェクトが、

倫理的・法的・その他の面で関連するあらゆる団体に承認されていることを保証する

仕組みを含めるべきである。 

3.8.4 研究組織は、所属研究者に前述のシステムを理解させて、関連するすべての指針およ

び法的・倫理的枠組みを利用できるようにするべきである。 

3.8.5 研究者は、動物が関与する研究プロジェクトを関連するあらゆる倫理委員会のレビュ

ーに提出し、そのレビュー結果に従わなければならない。研究者はまた、かかる研究

プロジェクトについて、倫理的・法的・その他の面で関連するあらゆる団体から必要

な承認を得なければならない。 

3.8.6 研究者が研究に関与する動物に不合理なリスクや損傷が及ぶ可能性があると考える場

合は、その旨を直属の上司や所属する組織が指定する適切な人物に報告する必要があ

り、さらに必要な場合は適切な規制当局にも報告しなければならない。 

3.9 保健衛生と安全 
3.9.1 研究組織と研究者は、自らの主導の下で実施されるまたは自らが責任を負うすべての

研究について、保健衛生と安全に関する法規制のすべての要件を満たし、確実にグッ

ドプラクティスを実践するべきである。また、紛争地帯での社会研究等、特定のタイ

プの研究が保健衛生と安全に関する問題を提起する可能性があることに留意すべきで

ある。有毒・有害な可能性のある試料が使用されるまたは環境に悪影響を及ぼす可能

性のある研究すべてについて、あらゆる法的要件およびその他の適用するガイドライ

ンを遵守する必要がある。 

3.9.2 研究組織は、かかる研究がその組織の保健衛生と安全に関する方針に従ってあらゆる

形態の適切なレビューを受けるシステムを確立すべきである。 

3.9.3 研究者は、研究をあらゆる形態の適切なレビューに提出して、レビュー結果に従うべ

きである。   

3.10 知的財産 
3.10.1 研究組織と研究者は、研究に関する契約や合意に知的財産の所有権や使用に関する規

定が含まれていることを確認する必要がある。知的財産には、研究データや研究結果、
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アイデア・プロセス・ソフトウェア・ハードウェア・研究器具や装置、材料や試料、

学術書や科学書等の文学作品・研究書等が含まれる。 

3.10.2 研究組織と研究者は、研究や研究結果の事前開示が結果として商業的な知的財産を無

価値にする可能性のある場合は、それらを実施するべきではない。ただし、研究組織

と研究者は、公的資金または慈善活動の資金を使用して発見したもしくは開発した知

的財産は社会全体にその有益な効果をもたらすために発表する必要があるという前提

を念頭において置かなければならない。この前提は、かかる公表に対して明示的な規

制が適用される場合は却下される可能性がある。知的財産の保護を保留にする発表や

公表の遅延は、最小限に抑えるべきである。 

3.10.3 研究組織と研究者は、資金提供団体が要求する知的財産に関する追加条件に準拠する

べきである。 

3.10.4 研究組織は、組織の標準指針が適用しない場合を明示すべきである。たとえば、大学

は、学術誌や書籍の出版のために準備した記事の著作権を放棄する場合が非常に多い。 

3.10.5 研究者は、できる限り早期に知的財産に関する問題の発生を予測するように努めると

ともに、その対処方法を事前に研究者同士で合意して、研究チームの全員に決定事項

を通知しておくべきである。 

3.11 財務 
3.11.1 研究組織と研究者は、研究に関する助成金や契約の条件に遵守することを保証すべき

である。 

3.11.2 研究組織は、試料・装置等の研究用リソースの購入や調達および研究プロジェクトの

スタッフ雇用に関するガイドラインを発表すべきである。このガイドラインには、リ

ソースの所有権およびそれらを使用する研究者の権利を明記しておく必要がある。研

究組織はまた、研究プロジェクトに関する財務のモニタリングと監査の手順を確立す

べきである。 

3.11.3 研究者は、研究プロジェクトに関する資金の使用と管理に関する組織のガイドライン

に準拠すべきである。また、研究プロジェクトに関する財務のモニタリングと監査に

協力し、憂慮事項や異常に気付き次第すぐに適切な人物に報告する必要がある。  

3.12 データの収集と保存 
3.12.1 研究組織と研究者は、データの収集・使用・保存に関して、あらゆる法的・倫理的要

件および資金提供団体や組織の要件に準拠すべきであり、特に個人情報については、

情報保護に関する法規制要件に留意する必要がある。研究組織と研究者は、第三者に

対してまたは知的財産権を保護するために研究が行われている場合には、秘密情報を

守ラなければならない。研究組織と研究者は、守秘義務に関する既存の合意を条件と

して、出版に関する研究データが他の研究者とのディスカッションで使用できるよう

にすべきである。 

3.12.2 法的・倫理的要件またはその他の要件を条件として、プロジェクト終了から法律上定

められた期間または指定がない場合には最低 3年間、データを完全な状態で保存すべ
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きである。データは、法規制に依る制限や一般的守秘義務原則を条件として、第三者

が検索・読み取りできる形で保存する必要がる。 

3.12.3研究組織と研究者は、データ保存に関して研究テーマ特有の要件に準拠すべきである。

例えば、保健衛生や生体臨床医学のような分野では、極めて長期間研究データを保存

することが求められる場合がある。 

3.12.4 合意した保存期間が過ぎたため、または法的・倫理的理由で研究データを削除または

破壊する場合には、法的・倫理的要件、および研究資金提供団体や研究組織の要件の

すべてに従って、さらに守秘義務と安全性に特に注意したうえで実施しなければなら

ない。 

3.12.5 研究組織は、研究者がデータを正確かつ効率的に収集して安全で利用しやすい形で保

存できるように、手順、リソース（物理的スペースを含む）、事務管理面のサポートを

整備すべきである。 

3.12.6 研究者は、データの収集・分析・管理方法、ならびに重要データが最終的に公開され

る方法とその形態について、プロジェクト設計の初期段階で検討すべきである。 

3.12.7 研究者は、正確に、効率的に、かつ研究プロジェクトで合意した設計に従ってデータ

を収集するとともに、安全で利用しやすい形でデータを保存すべきである。 

3.13 モニタリングと監査 
3.13.1 研究組織と研究者は、研究プロジェクトがあらゆるモニタリングと監査の要件に準拠

するよう努める。研究組織と研究者は、かかるモニタリングや監査を履行する担当の

研究者がその任務を果たせるように十分な研修・リソース・サポートを提供すべきで

ある。 

3.13.2 研究組織は、研究プロジェクトがグッドプラクティス、法的・倫理的要件、その他の

あらゆるガイドラインに則って進められ、リスクベースのバランスのとれたアプロー

チを採用していることを保証するために、研究プロジェクトをモニタリングし監査す

べきである。 

3.13.3 研究者は、プロジェクト設計の初期段階でモニタリングと監査の要件を検討すべきで

ある。 

3.13.4 研究者は、適格な団体が実施する自身の研究プロジェクトのモニタリングと監査に協

力し、必要に応じてモニタリングと監査を請け負う。研究者は、自身の研究プロジェ

クトのモニタリングと監査の結果を支持すべきである。計画外のモニタリングと監査

が必要であると認識した場合には、その旨を適切な人物に報告すべきである。 

3.14  ピアレビュー 
3.14.1 研究組織と研究者は、研究と研究結果の出版・公表、研究助成金申請の評価、研究プ

ロジェクトの倫理審査において、ピアレビューがグッドプラクティスの重要な一部で

あることを認識すべきである。 
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3.14.2 研究組織は、研究者が会合、学術誌等の刊行物、助成金申請、研究案の倫理審査のピ

アレビューアとして活動することを奨励し、ピアレビューアとして活動する研究者を

サポートすべきである。研究組織は、綿密かつ客観的に作業し、守秘義務を遵守する

ピアレビューアの義務を認識すべきであり、直接的であれ間接的であれ、ピアレビュ

ーアに対して、かかる義務に違反するよう圧力をかけてはならない。 

3.14.3 ピアレビューを実施する研究者は、最高水準の綿密さと客観性をもって実施すべきで

あり、ピアレビューを実施する組織のピアレビューに関するガイドラインを遵守する

必要がある。 

3.14.4 研究者は、守秘義務を遵守し、レビューを要請した組織の明示的な書面による承認なしにレ

ビュー対象資料を保存したり複製してはならない。研究者は、著者の明示的な承認なしに、

レビュー対象の論文から研究設計や研究結果を利用してはならず、他の人々に対しても利用

を認めてはならない。ピアレビューアとして活動する研究者は、関連する利害の衝突を公表

しなければならない。 

3.14.5 研究者は、ピアレビュー実施中に、盗用（plagiarism）、捏造（fabrication）、改ざん

（falsification）等の不正行為の可能性に気付いたり、研究の設計や実施に関する倫理的

な問題に直面する場合がある。こうした場合、研究者は、関連する学術誌の編集者や

関連する助成金提供団体や倫理委員会の代表者等のレビューを要請した組織の適切な

代表者に、秘密裏にその旨を通知すべきである。 

3.15 出版とオーサーシップ 
3.15.1 研究組織と研究者は、研究とその結果のすべてを正確にかつ誤解を招くような抜粋を

せずに出版・公表する義務を受け入れなければならない。 

3.15.2 研究組織は、研究のスポンサーや資金提供者が研究やその結果を出版する研究者の義

務を尊重し、適切な出版・公表を妨げたり差し止めず、研究結果の発表や解釈に不適

切な影響を与えようとしないことを保証すべきである。 

3.15.3 研究組織は、秘密情報や専有情報、特許や知的財産に関する問題、公衆衛生に深刻な

影響を及ぼす研究結果、契約の義務や法的義務、メディアや一般大衆からの関心に関

連する研究やその結果を出版・公表する研究者に指針を与える研修やサポートを提供

すべきである。 

3.15.4 研究者は、研究プロジェクトにおける自身の役割や貢献の内容が、研究を進めていく

過程で法的・倫理的要件に従い変化する可能性があることを認識した上で、発表やオ

ーサーシップ、特に協力者や貢献・寄付者の役割に関する問題にプロジェクト設計の

早い段階から取り組むべきである。出版やオーサーシップに関する決定は、研究者同

士で合意して、研究チームの全員に決定事項を通知するべきである。 

3.15.5 オーサーシップは、研究成果に知的なまたは実用的な著しい貢献を果たした寄付者・

貢献者や協力者に限定すべきである。オーサーシップの基準を満たさない人物は、発

表内容から除外するべきである。オノラリーオーサー（honorary author)やゲストオ

ーサー（オーサーシップ基準を満たさない者）にはオーナーシップを付与すべきでは
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ない。研究者は、研究発表の著者（オーサー）として名を連ねる者はだれであれその

発表内容に公的な責任を負い、その精度を保証するとともに、成果への貢献を明確に

示すことができなければならない、ということを認識すべきである。 

3.15.6 研究者は、オーサーシップの基準に満たない貢献者全員の貢献内容を謝辞のセクショ

ンに掲載すべきである。研究のすべての資金提供者およびスポンサーには明示的に謝

辞を示し、競合する利益はすべて明記する。 

3.15.7 研究者は、研究で参照・利用したすべての資料を適切に公表し、研究発表において資

料を大量に使用している場合は、資料の各所有者から許可を得なければならない。 

3.15.8 研究者は、所定期間内のオープンアクセスレポジトリでの研究およびその結果の発表

に関して、資金提供者等の団体が規定した条件に準拠しなくてはならない。 

3.15.9 研究者は、会合や出版で研究結果を報告する場合に、研究に関する利害の衝突の可能性や実

際の衝突のすべてを公表すべきである。 

3.15.10 研究者は、一定期間の間に複数の出版社に研究報告を提出すること（二重投稿）、また

は以前の出版について情報開示・適性公表をせずに複数の出版で研究結果を発表する

こと（重複出版）は許されない行為であることを心得るべきである。 

3.15.11 研究やその結果を出版・公表することを阻止された、または研究結果のプレゼンテー

ションや解釈に不適切な影響を与えられそうになった研究者は、かかる問題が解決さ

れるように、所属する組織の適切な人物にその旨を相談すべきである。   

3.16 研究活動における不正行為 
3.16.1 研究組織は、何を研究不正行為とみなすかを定義して、それを研究者に周知しなければ

ならない。UKRIO では、以下に挙げる要素などを研究活動における不正行為とみなし

ている。 

a) 捏造 

b) 改ざん 

c) データ、利益、関与に関する虚偽表示 

d) 盗用 

e) 以下の責任の履行における承認済手順の不準拠または正当な注意義務の

不履行 

i) 以下に対する不合理なリスクや損傷の回避 
 ヒト 
 研究で使用する動物 
 環境 

ii) 研究の過程で収集した個人に関する部外秘/秘密情報の適切な処理  
3.16.2 研究組織は、研究活動における不正行為の疑惑を調査する手順を確立・公表して（セ

クション 3.1.4 参照）、かかる疑惑が遅滞なく徹底的かつ公正に調査されることを保証
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すべきである。UKRIO「研究不正行為の調査手順（Procedure for the Investigation of 
Misconduct in Research）」は、徹底的にかつすべての当事者に平等な研究不正行為疑惑

調査の標準的プロセスについて説明している。 

3.16.3 研究組織は、研究活動における不正行為疑惑の調査を担当し、研究者および学術誌の

ような外部組織が研究活動に関する憂慮事項について問い合わせることのできるスタ

ッフを 1名もしくは複数任命し、それを発表すべきである。研究組織は、疑惑を調査

するスタッフが任務を果たすために必要な研修・リソース・サポートを彼らに提供・

保証すべきである。 

3.16.4 研究組織は、研究不正行為が許されるものではなく、報告すべき行為であること、研

究不正行為を犯したことが明らかになった研究者は、懲戒処分対象となること、規制

が適用される職業に研究者が就いている場合は、研究における深刻な不正行為がかか

る職業を規制する団体に通知されることを研究者に対して明示すべきである。研究組

織はまた、不正行為を犯していなかったことが確認された研究者をサポートして彼ら

の評判および問題となった研究プロジェクトの評判を回復させる適切な措置を講じる

ことを明確にしておくべきである。 

3.16.5 研究組織は、誠実な研究の実施について疑念を提起する人々を罰するのではなくサポ

ートすべきである。かかるサポートは、疑念の提起または「告発」に関する組織の方

針に従って行われるべきである。 

3.16.6 研究者は、研究不正行為を構成する要因を把握して、それに気付いたらすぐに組織の

関連手順に則って不正行為の疑いを報告すべきである。研究者は、研究におけるグッ

ドプラクティスには研究活動に関する懸念の報告も含まれていることを認識して、要

請があれば研究不正行為の調査に協力すべきである。研究者は、所属組織と協力して、

誠実に研究活動に関する疑念を提起する人々や不正行為の疑いを晴らした人々をサポ

ートすべきである。 
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研究行動規範 

グッドプラクティスの推進と研究不正の防止 
 

研究行動規範は、研究におけるグッドプラクティスを奨励し、研究不正行為の防止を推進するように策定され

たものであり、、研究組織と研究者が最高クラスの研究を実施するよう支援することを目的としている。研究

行動規範は、研究におけるグッドプラクティスの一般原則とコアスタンダードを提供し、研究者および研究

組織の双方に適用できる。また同規則には、本規範が提供するさらに詳細な基準に基づいて研究におけるグ

ッドプラクティスの重要ポイントをまとめた、1ページの全般的なチェックリストである「「研究者向け推奨

事項チェックリスト」も含まれている。 

本規範は、研究組織の参考ツールとして自らの研究行動規範を作成または改訂する際に使用でき、英国研究会

議、ウェルカムトラスト、Council for Science and Technology（科学技術会議）等の既存の研究活動の指針を補

完する。研究組織は、法規制当局、資金調達先、その他関連団体の要件を満たす際に本規範に含まれるベン

チマークを活用でき、さらベンチマークの活用を通じて重要な問題の見落としを防止することが可能である。 

本規範は、全ての研究分野に適用可能なものであり、研究の詳細な管理を目的とするものではない。本規範は

、既存のグッドプラクティスと適切な行動の推進と研究不正行為撲滅に取り組んでいるUKRIOの経験を活か

したものになっている。本規範では、研究のグッドプラクティスの基準に関する詳細な指針を提供している

が、研究コミュニティに教訓を伝えることを目標に、UKRIOが最も頻繁に問い合わせを受ける領域に特に注

意を払っている。 

本稿は、UKRIO のウェブサイト www.ukrio.org でも参照できる。 

 

英国研究公正室（UK Research Integrity Office, UKRIO）について 

英国研究公正室（UKRIO）は、大学等の研究組織および個人の研究者に研究活動についての助言や

ガイダンスを提供する民間の独立機関である。 

UKRIO は、英国大学協会が主催し、政府、主要規制当局、保健衛生・バイオメディカル研究の資金

提供者の支援を受けている。UKRIO は、以下の 3 項目を目的に掲げている。 

• 研究に対する優れたガバナンス、管理、活動の推進 

• 研究のおける不正行為に取り組む方法に関するグッドプラクティスの共有 

• 具体的な事例や問題に対して、秘密を遵守しつつ専門的な助言や指針を提供 

UKRIO の本来の任務は、保健衛生・生物医学分野の科学研究コミュニティをサポートすることであ

るが、設立以来我々は、あらゆる分野の大学、英国の国民保険サービス、その他の研究組織、個人

の研究者に助言やガイダンスを提供している。 

UKRIO は、規制当局ではなく正式な法的権限を有していない。UKRIO は、支援のない雇用者、研

究組織、研究者に独立したサポートを提供するために設立された。UKRIO が提供する助言やガイダ

ンスに強制力はないが、研究活動と不正行為への対応のベストプラクティスを反映した内容となっ

ている。 

 

より詳しい情報は以下にお問い合わせ下さい: 

UK Research Integrity Office 



 

Woburn House, 20 Tavistock Square, 

London WC1H 9HQ 

Tel: +44 (0)20 7419 5499 

Fax: +44 (0)20 7383 4573 

Email: RIO@universitiesuk.ac.uk 

Web: www.ukrio.org 


